
　

第７回定時株主総会招集ご通知
インターネット開示事項

　

　

　会社の新株予約権等に関する事項
　

会計監査人の状況
　

業務の適正を確保するための体制及び運用状況
　

連結株主資本等変動計算書
　

連結注記表
　

株主資本等変動計算書
　

個別注記表
　
　

（2019年10月１日から2020年９月30日まで）
　
　
　

株式会社キャンディル
　
　

上記の事項は、法令及び当社定款第16条の定めに基づき、インター
ネット上の当社ウェブサイト（https://www.candeal.co.jp/）に掲
載し、株主の皆様に提供しております。
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会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度末日における新株予約権の状況

・新株予約権の数
　 1,030個
・目的となる株式の種類及び数
普通株式 206,000株（新株予約権１個につき200株）
・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計

　

回次（行使価額） 決議日 行使期限 個数 保有者数
取締役
（社外取締役を除く）

第３回新株予約権
（ 450円 ） 2017年９月26日 2019年９月27日～

2027年９月26日 50個 １名

（2）当事業年度中に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

（3）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等及び監査役会が同意した理由

　 25,000千円
　当社監査役会がEY新日本有限責任監査法人の報酬等について同意した理由は監査契約
の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結
果、これらについて適正であると判断したためであります。
　当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と
金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分
できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。
② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
　 27,000千円

（4）非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であるコンフォ
ートレター作成業務についての対価を支払っております。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項の各号のいずれかに該当すると認め
られた場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会は
解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
　また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正
な監査の遂行が困難であると認められる場合、当社監査役会は、会計監査人の解任又は不再
任の方針に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会
に提出いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び運用状況

（１）業務の適正を確保するための体制
　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」につい
て取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
①取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な
事項を決定する。
・取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構
築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。

　・取締役は、他の取締役と情報を共有し、相互に業務執行の監督を行う。
　・取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令
及び文書管理規程等の社内規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。

　・社内関連規程は、必要に応じて適時見直しを行う。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・代表取締役社長は、リスク管理委員会を設置し、全社的なリスクの把握とその評価及び
対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑え
る体制を構築する。
・リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等の社内規程を整備し、リスクに関す
る意識の浸透、早期発見、未然防止等の対応を定める。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する
ことを取締役会規程に定めるとともに、取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて
臨時取締役会を開催する。
・取締役は、IT を活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努
める。

⑤当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・関係会社管理規程に基づき、関係会社の管理は子会社担当取締役ならびに経営企画部長
が統括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会への報告を行
う。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
　・監査役は、監査役の職務を補助する使用人を置くように求めることができる。
・当該監査役の職務を補助する使用人は、監査役を補助すべき期間中は監査役の指揮を受

2020年12月02日 17時41分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



4

けるものとし、取締役の指揮命令は受けない。
⑦取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社におけ
る重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
・取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な決定事項、その他重要な会議における
決定事項、重要な会計方針、会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要
な重要事項を監査役に報告する。
・取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要
な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施す
る。

・監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちな
がら、必要に応じて調査及び報告を求める。

⑨使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・代表取締役社長は、管理部門担当取締役をコンプライアンス管理の総括責任者として任
命し、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進、維
持する。
・万が一、コンプライアンスに反する事態が発生した場合は、代表取締役社長、取締役
会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。

・取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるようにコンプライアンス管理
規程を定める。
・当社は、コンプライアンス違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路のほか、直
接相談できる社内外相談窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。

⑩財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を定め
るとともに、財務報告に係る内部統制規程を制定し、全社的な統制活動及び各業務プロ
セスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。

⑪反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・当社は、反社会的勢力の団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応
じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平
素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の
専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、以下の具体的
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な取り組みを行っております。
①取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会は、社外取締役２名を含む取締役７名で構成しており、社外監査役３名も出席
したうえで開催し、取締役の職務執行を監督しております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、正確
に記録・作成し、適切な情報の保存及び管理を行っております。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を３か月に１回、定期的に開催し、全社的
なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行っております。また、内部監査におき
ましては、業務監査の実施項目及び実施方法を検討し、内部監査の質的向上に努めてお
ります。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は15回開催し、機動的な意思決定を行っております。また、稟議決裁制度を
電子化し、迅速・効率的な管理体制を構築しております。

⑤当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の代表取締役社長を兼任する取締役が、毎月の定時取締役会において子会社にお
ける業務執行の状況について報告するとともに、経営企画部がグループ全体のモニタリ
ングを行い、グループ全体としての業務の適正を確保しております。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の職務を補助する使用人を２名置き、監査役の指揮により職務の補助を行ってお
ります。

⑦取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
・各監査役が当社及び子会社の取締役会に出席しているほか、常勤の監査役が経営会議に
出席し、重要な決定事項に関する報告を受けるとともに、取締役及び使用人から適宜、
重要事項の報告を受けております。

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、監査役監査の実効性を確保するため、代表取締役社長との意見交換に加え、
会計監査人及び内部監査担当との連携による情報の共有を図っております。

⑨使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社では、業務上の報告経路のほか、内部通報制度を導入しております。グループ共通
の内部通報窓口として顧問弁護士及び管理担当取締役を配置するとともに、グループ各
社で男女各１名の通報窓口を配置し、コンプライアンス違反やその恐れがある場合に事
態の迅速な把握と是正ができるような体制を構築しております。
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⑩財務報告の信頼性を確保するための体制
・内部監査室が主管部署となり、財務報告に係る内部統制に係る全社統制、各業務プロセ
スの統制について、その運用状況の評価を行い、信頼性を確保しております。

⑪反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
・総務部を主管部署とし、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、取
引先との契約における暴力団排除条項の定め、取引開始前の属性チェックなどを徹底
し、反社会的勢力との取引排除に向けた取り組みを行っております。
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連結株主資本等変動計算書
（2019年10月１日から）2020年９月30日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
2019年10月１日残高 497,042 2,217,142 429,220 3,143,405
連結会計年度中の変動額
新株の発行(新株予約権の行
使) 61,594 61,594 123,189

剰余金の配当 △62,044 △62,044

親会社株主に
帰属する当期純利益 191,702 191,702

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額)

連結会計年度中の変動額合計 61,594 61,594 129,657 252,847
2020年９月30日残高 558,637 2,278,737 558,878 3,396,252

　
（単位：千円）

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2019年10月１日残高 576 576 10,087 3,154,069
連結会計年度中の変動額
新株の発行(新株予約権の行
使) 123,189

剰余金の配当 △62,044

親会社株主に
帰属する当期純利益 191,702

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額) △576 △576 △10,087 △10,664

連結会計年度中の変動額合計 △576 △576 △10,087 242,183
2020年９月30日残高 － － － 3,396,252
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ３社

　 連結子会社の名称 株式会社バーンリペア

株式会社キャンディルテクト

株式会社キャンディルデザイン

２. 持分法の適用に関する事項
　 該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４. 会計方針に関する事項
　(1)重要な資産の評価基準および評価方法
　 ① その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は、移動平均により算定)
時価のないもの … 移動平均法による原価法

　 ② たな卸資産
通常の販売目的で保有
するたな卸資産

… 評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

商品及び製品 … 移動平均法

原材料及び貯蔵品 … 主として先入先出法
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　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　① 有形固定資産
（リース資産を除く）

… 定率法(ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については定額法)

　 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３～25年

機械装置及び運搬具 ６～15年

工具、器具及び備品 ２～20年

　② 無形固定資産
　（リース資産を除く）

… 定額法(なお、自社利用のソフトウエアについては社内における
利用可能期間(５年間))

③ リース資産 … 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

　(3) 重要な引当金の計上基準
　① 貸倒引当金 … 売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　② 賞与引当金 … 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計
年度に負担するべき額を計上しております。

(4) のれんの償却方法及び償却期間
　 のれんは20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却をしております。

　(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　 消費税等の会計処理…税抜方式によっております。
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追加情報
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループでは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づき、のれんの減損の兆
候や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて検討しております。新型コロ
ナウイルス感染拡大は、当社グループが展開するサービスへの影響が限定的であり、また、
今後の広がりについては、感染拡大への対策を講じながら翌連結会計年度の第２四半期以
降は徐々に収束に向かうものと想定しており、会計上の見積りに与える影響は軽微である
ものとしております。

連結貸借対照表に関する注記
１. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
　 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミ
ットメント契約を締結しております。
なお、本契約には、連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の経常利益よ
り算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されています。
　当座貸越限度額
　及び貸出コミットメントの総額 850,000千円

　借入実行残高 100,000千円

　差引額 750,000千円

２. 受取手形裏書譲渡高 3,199千円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
　１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

　　普通株式 10,720,200株

　２. 配当に関する事項
　 (1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2019年12月４日
臨時取締役会 普通株式 利益剰余金 30,983 3.00 2019年９月30日 2019年12月23日

2020年５月15日
取締役会 普通株式 利益剰余金 31,061 3.00 2020年３月31日 2020年６月15日

　 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2020年12月９日
臨時取締役会 普通株式 利益剰余金 32,160 3.00 2020年９月30日 2020年12月25日

　３. 当連結会計年度末における当社が発行している新株予約権の目的となる株式数
　　普通株式 206,000株

金融商品に関する注記
　１. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

　 当社グループは、主に建設関連サービスに係る事業を行うための設備投資計画に照らし
て、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資
産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ
取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有

価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、時価のあるものについては市
場価格の変動リスクに、また、時価のないものについては発行会社の純資産変動リスクに
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晒されております。
　営業債務である買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金及びファイ
ナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的とした
ものであり、償還日は決算日後、最長で５年後であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
　 ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における
営業管理担当が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期
日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や
軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同
様の管理を行っております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融
資産の貸借対照表価額により表わされています。

　 ② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把
握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　 ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新
するとともに、手許流動性を連結売上高の１か月分相当に維持することなどによ
り、流動性リスクを管理しております。

　 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を
織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることもあります。
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２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年９月30日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ
らの差額については、次のとおりであります。

　
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 3,455,435 3,455,435 －
(2) 受取手形及び売掛金 1,583,391
　 貸倒引当金(※1) △3,539

1,579,851 1,579,851 －
(3) 投資有価証券
　 その他有価証券 ― ― －

資産計 5,042,366 5,042,366 －
(1) 買掛金 273,177 273,177 －
(2) 短期借入金 100,000 100,000 －
(3) 長期借入金(※2) 3,371,668 3,371,668 －

負債計 3,744,845 3,744,845 －
(※1)受取手形及び売掛金に対して、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2)長期借入金には１年以内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
　
(注１) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは全て短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によっております。

　
(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
　
　負 債
(1) 買掛金、並びに(2) 短期借入金

これらは全て短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によっております。

　
(3) 長期借入金

長期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利が反映されるため、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

　 非上場株式 42,007千円

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ことから、「(３)投資有価証券」には含めておりません。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 316円81銭
１株当たり当期純利益 18円50銭

　
重要な後発事象に関する注記
(子会社の設立)
　当社は2020年10月15日開催の取締役会において、子会社を設立することを決議し、
2020年11月２日付けで株式会社キャンディルパートナーズを設立いたしました。
(１) 設立の理由
　今般、新型コロナウイルスの流行により、世の中のビジネス、人々の生活は大きな影響を
受けております。当社グループはいち早く抗ウイルス抗菌事業を強化してまいりました。
「抗ウイルス抗菌」事業をさらに拡大するため、新会社キャンディルパートナーズを設立す
ることといたしました。

(２) 設立子会社の概要
①名称 株式会社キャンディルパートナーズ
②所在地 東京都新宿区北山伏町１番11号
③代表者 五味田 暁
④主な事業 ・当社グループのサービスを扱う販売代理店・ＦＣ店の管理

・抗ウイルス抗菌関連機器や関連商材の研究・開発・製造・販売
⑤資本金 50,000千円
⑥設立時期 2020年11月２日
⑦出資比率 当社100%
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株主資本等変動計算書
（2019年10月１日から）2020年９月30日まで

（単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2019年10月１日残高 497,042 1,307,042 910,100 2,217,142

事業年度中の変動額
新株の発行(新株予約権の行
使) 61,594 61,594 61,594

剰余金の配当

当期純利益

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 61,594 61,594 － 61,594

2020年９月30日残高 558,637 1,368,637 910,100 2,278,737
　

（単位：千円）
株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

2019年10月１日残高 155,616 155,616 2,869,801 10,087 2,879,889

事業年度中の変動額
新株の発行(新株予約権の行
使) 123,189 123,189

剰余金の配当 △62,044 △62,044 △62,044 △62,044

当期純利益 132,309 132,309 132,309 132,309

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) △10,087 △10,087

事業年度中の変動額合計 70,264 70,264 193,454 △10,087 183,366

2020年９月30日残高 225,881 225,881 3,063,255 － 3,063,255

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針
１． 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式…移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
　時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しております。

２． 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産…主に定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ９～17年
車両運搬具 ６年
工具器具備品 ２～10年

（2）無形固定資産
ソフトウエア …自社利用のものは社内における見積可能期間(５年間)に基づく定額法

を採用しております。
の れ ん …投資効果の発現する期間を見積り、20年以内で均等償却しておりま

す。

３． 引当金の計上基準
賞与引当金 …従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期

の負担額を計上しております。

４． その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　 消費税等の処理方法…税抜方式によっております。
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追加情報
(新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、計算書類作成時に入手可能な情報に基づき、のれんの減損の兆候や繰延税金
資産の回収可能性等の会計上の見積りについて検討しております。新型コロナウイルス感
染拡大は、当社が展開するサービスへの影響が限定的であり、また、今後の広がりについ
ては、感染拡大への対策を講じながら翌事業年度の第２四半期以降は徐々に収束に向かう
ものと想定しており、会計上の見積りに与える影響は軽微であるものとしております。

貸借対照表に関する注記
１． 有形固定資産の減価償却累計額 25,014千円

２． 関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 306,703千円
子会社に対する短期貸付金 180,000千円
貸付金以外の短期金銭債権 126,703千円

短期金銭債務 6,306千円
子会社に対する未払金 387千円
子会社に対する未払費用 5,918千円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高 1,349,732千円
営業取引以外の取引高 2,241千円
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税効果会計に関する注記
　 繰延税金資産の発生原因の主な内訳
　
　 繰延税金資産

賞与引当金 7,428千円
未払事業税 3,849千円
未払事業所税 504千円
敷金保証金（資産除去債務） 2,001千円
組織再編に伴う関係会社株式 33,768千円
その他 1,423千円
　繰延税金資産小計 48,976千円
評価性引当額 △33,768千円
　繰延税金資産合計 15,207千円
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関連当事者との取引に関する注記
　子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種類 会社等の名称
議決権等
の所有
(被所有）
割合

関係内容
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社 ㈱バーンリペア 100％
（0％）

役員
４名

･事業会
社の管
理業務
の受託

業務委託費
の受取(注)
２の(1)

566,250 営業未収入金 62,392

受取配当金 140,000

債務被保証
(注)３

2,366,668

子会社 ㈱キャンディル
デザイン

100％
（0％）

役員
３名

･事業会
社の管
理業務
の受託

･資金の
貸付

業務委託費
の受取(注)
２の(1)

50,940 営業未収入金 3,982

短期貸付金
の貸付(注)
２の(2)

80,000 短期貸付金 30,000

短期貸付金
の回収(注)
２の(2)

50,000

利息の受取
(注)２の(2)

351

債務被保証
(注)３

2,366,668
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種類 会社等の名称
議決権等
の所有
(被所有）
割合

関係内容
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社 ㈱キャンディル
テクト

100％
（0％）

役員
３名

･事業会
社の管
理業務
の受託

･資金の
貸付

業務委託費
の受取(注)
２の(1)

490,100 営業未収入金 50,446

利息の受取
(注)２の(2)

1,890 短期貸付金 150,000

債務被保証
(注)３

2,366,668
　

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．上記「取引金額」には、消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
（1）各子会社の業務委託費については、各子会社における費用等を勘案して決定して
おります。

（2）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しております。
３．当社の銀行借入に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行ってお

りません。
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　当社役員
　 　（単位：千円）

属性 氏名 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役 員 林 晃生 （被所有）
直接18.33% 当社取締役

ストックオプ
ションの行使
（注）

102,102 - -

（注）2017年５月29日臨時株主総会決議及び2017年９月26日臨時株主総会決議に基づき付与
されたストックオプションの当事業年度における権利行使を記載しております。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 285円75銭
１株当たり当期純利益 12円77銭

重要な後発事象に関する注記
(子会社の設立)
連結注記表 重要な後発事象に関する注記(子会社の設立)に同一の内容を記載しておりま

　すので、注記を省略しております。
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